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○ 環 境 省 告 示 第 二 十 一 号                              
金 属 等 を 含 む 産 業 廃 棄 物 に 係 る 判 定 基 準 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 四 十 八 年 総 理 府 令 第 五 号 ） 第 四 条 の 規

定 に 基 づ き 、 産 業 廃 棄 物 に 含 ま れ る 金 属 等 の 検 定 方 法 （ 昭 和 四 十 八 年 二 月 環 境 省 告 示 第 十 三 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和 元 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

令 和 元 年 十 月 七 日  

環 境 大 臣  小 泉  進 次 郎  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ

を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。  

改       正       後 改       正       前 
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第 一 検 液 の 作 成 第 一 検 液 の 作 成 
一  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 燃 え 殻 、 汚 泥 （ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 四 塩 化 炭 素 、 一 ・

二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 シ ス ― 一 ・

二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・

一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 、 ベ ン

ゼ ン 及 び 一 ・ 四 ― ジ オ キ サ ン （ 以 下 「 揮 発 性 物 質 」 と い う 。 ）

の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 鉱 さ い 若 し く は ば い じ ん （ 一 ・

四 ― ジ オ キ サ ン の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 こ れ ら の 産 業 廃

棄 物 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の （ 揮 発 性 物 質 の 検 定 に 係 る

も の を 除 く 。 ） 若 し く は 廃 水 銀 等 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も

の 又 は 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無 機 性 の 汚 泥 （ 揮 発 性 物 質

の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 係 る 検 液 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 方

法 に よ り 試 料 の 作 成 、 試 料 液 の 調 製 及 び 当 該 産 業 廃 棄 物 に 含 ま

れ る 金 属 等 （ 金 属 等 を 含 む 産 業 廃 棄 物 に 係 る 判 定 基 準 を 定 め る

省 令 別 表 第 一 の 第 一 欄 に 掲 げ る 物 質 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 溶

出 の 操 作 を 行 い 、 で き る だ け 速 や か に 三 千 重 力 加 速 度 で 二 十 分

間 遠 心 分 離 し た 後 、 孔 径 一 マ イ ク ロ メ ー ト ル の メ ン ブ ラ ン フ ィ

ル タ ー （ 第 二 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 物 質 に 対 し て 吸 着 が 起 こ ら な

い 材 質 の も の 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て ろ 過 し た 溶 液 か ら 検 定 に

必 要 な 量 を 正 確 に 計 り 取 っ て 作 成 す る も の と す る 。 

一 埋 立 処 分 を 行 お う と す る 燃 え 殻 、 汚 泥 （ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ジ ク ロ ロ メ タ ン 、 四 塩 化 炭 素 、 一 ・

二 ― ジ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 シ ス ― 一 ・

二 ― ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・

一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 、 一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 、 ベ ン

ゼ ン 及 び 一 ・ 四 ― ジ オ キ サ ン （ 以 下 「 揮 発 性 物 質 」 と い う 。 ）

の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 鉱 さ い 若 し く は ば い じ ん （ 一 ・

四 ― ジ オ キ サ ン の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） 、 こ れ ら の 産 業 廃

棄 物 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の （ 揮 発 性 物 質 の 検 定 に 係 る

も の を 除 く 。 ） 若 し く は 廃 水 銀 等 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も

の 又 は 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無 機 性 の 汚 泥 （ 揮 発 性 物 質

の 検 定 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 係 る 検 液 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 方

法 に よ り 試 料 の 作 成 、 試 料 液 の 調 製 及 び 当 該 産 業 廃 棄 物 に 含 ま

れ る 金 属 等 （ 金 属 等 を 含 む 産 業 廃 棄 物 に 係 る 判 定 基 準 を 定 め る

省 令 別 表 第 一 の 第 一 欄 に 掲 げ る 物 質 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 溶

出 の 操 作 を 行 っ て 得 ら れ た 試 料 液 を 三 千 重 力 加 速 度 で 二 十 分 間

遠 心 分 離 し た 後 、 孔 径 一 マ イ ク ロ メ ー ト ル の メ ン ブ ラ ン フ ィ ル

タ ー （ 第 二 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 物 質 に 対 し て 吸 着 が 起 こ ら な い

材 質 の も の 。 以 下 同 じ 。 ） を 用 い て ろ 過 し た 溶 液 か ら 検 定 に 必

要 な 量 を 正 確 に 計 り 取 っ て 作 成 す る も の と す る 。 



 

 

3 

 試 料 （ 略 ）   試 料 （ 略 ）  

 

試 料 液 イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ  イ か ら ハ ま で に お い て 用 い る 容 器 の 容 積 は 溶 媒

の 体 積 の お お む ね 二 倍 と す る 。 混 合 後 、 で き る だ

け 速 や か に 溶 出 の 操 作 を 行 う 。 

  

試 料 液 イ ～ ハ （ 略 ） 

ニ  イ か ら ハ ま で に お い て 用 い る 容 器 の 容 積 は 溶 媒

の 体 積 の お お む ね 二 倍 と す る 。 
 

 溶 出 （ 略 ）   溶 出 （ 略 ）  

 備 考 （ 略 ）   備 考 （ 略 ）  

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

三  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 廃 酸 若 し く は 廃 ア ル カ リ 又 は 浮

遊 性 の き ょ う 雑 物 を 除 去 し た 家 畜 ふ ん 尿 に 係 る 検 液 は 、 有 姿 の

ま ま 採 取 し た 試 料 か ら 必 要 な 量 （ 二 百 ミ リ リ ッ ト ル 以 上 と す

る 。 ） を 共 栓 付 メ ス シ リ ン ダ ー （ 容 量 一 リ ッ ト ル の も の ） に 正

確 に 計 り 取 り 、 こ れ に 水 を 加 え て 全 量 を 一 リ ッ ト ル と し 、 こ の

試 料 液 を 激 し く 振 り 混 ぜ て 均 質 な 状 態 と し た 後 、 速 や か に 検 定

に 必 要 な 量 を 正 確 に 計 り 取 っ て 作 成 す る も の と す る 。 た だ し 、

揮 発 性 物 質 の 検 定 に 係 る 廃 酸 若 し く は 廃 ア ル カ リ 又 は 浮 遊 性 の

き ょ う 雑 物 を 除 去 し た 家 畜 ふ ん 尿 に あ っ て は 、 有 姿 の ま ま 採 取

し た 試 料 （ 別 表 第 三 ㈢ イ に 規 定 す る 試 料 の 取 扱 い に 準 じ て 取 り

扱 う 。 ） を 検 液 と す る 。 

三 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 廃 酸 若 し く は 廃 ア ル カ リ 又 は 浮

遊 性 の き ょ う 雑 物 を 除 去 し た 家 畜 ふ ん 尿 に 係 る 検 液 は 、 有 姿 の

ま ま 採 取 し た 試 料 か ら 必 要 な 量 （ 二 百 ミ リ リ ッ ト ル 以 上 と す

る 。 ） を 共 栓 付 メ ス シ リ ン ダ ー （ 容 量 一 リ ッ ト ル の も の ） に 正

確 に 計 り 取 り 、 こ れ に 水 を 加 え て 全 量 を 一 リ ッ ト ル と し 、 こ の

試 料 液 を 激 し く 振 り 混 ぜ て 均 質 な 状 態 と し た 後 、 速 や か に 検 定

に 必 要 な 量 を 正 確 に 計 り 取 っ て 作 成 す る も の と す る 。 た だ し 、

揮 発 性 物 質 の 検 定 に 係 る 廃 酸 若 し く は 廃 ア ル カ リ 又 は 浮 遊 性 の

き ょ う 雑 物 を 除 去 し た 家 畜 ふ ん 尿 に あ っ て は 、 有 姿 の ま ま 採 取

し た 試 料 （ 別 表 第 二 ㈢ イ に 規 定 す る 試 料 の 取 扱 い に 準 じ て 取 り

扱 う 。 ） を 検 液 と す る 。 
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第 二 検 定 の 方 法 （ 略 ） 第 二 検 定 の 方 法 （ 略 ） 

  

 

一 ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 昭 和 四 十 六 年 十 二 月 環 境 庁 告 示 第 五

十 九 号 （ 以 下 「 水 質 環 境 基 準 告 示 」

と い う 。 ） 付 表 三 及 び 昭 和 四 十 九 年

九 月 環 境 庁 告 示 第 六 十 四 号 （ 以 下 「

排 水 基 準 告 示 」 と い う 。 ） 付 表 三 に

掲 げ る 方 法 

  

一 ア ル キ ル 水 銀 化 合 物 昭 和 四 十 六 年 十 二 月 環 境 庁 告 示 第 五

十 九 号 （ 以 下 「 水 質 環 境 基 準 告 示 」

と い う 。 ） 付 表 三 （ 同 表 に 規 定 す る

「 ト ル エ ン 」 は 「 ベ ン ゼ ン 」 と 読 み

替 え る 。 ） 及 び 昭 和 四 十 九 年 九 月 環

境 庁 告 示 第 六 十 四 号 （ 以 下 「 排 水 基

準 告 示 」 と い う 。 ） 付 表 三 に 掲 げ る

方 法 

 

 二 水 銀 又 は そ の 化 合 物 （ 略 ）   二 水 銀 又 は そ の 化 合 物 （ 略 ）  

 

三  カ ド ミ ウ ム 又 は そ の

化 合 物 

イ  第 一 の 一 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二

〇 一 六 ） の 五 十 五 に 定 め る 方 法 （

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一

六 ） の 五 十 五 の 準 備 操 作 で 参 照 す

る こ と と し て い る 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 二 ・

二 の 備 考 六 に 定 め る 方 法 を 除

く 。 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る

  

三  カ ド ミ ウ ム 又 は そ の

化 合 物 

イ  第 一 の 一 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二

〇 〇 八 ） の 五 十 五 に 定 め る 方 法 （

海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無 機

性 の 汚 泥 に 係 る 検 液 に あ っ て は 、

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇

八 ） の 五 十 五 ・ 一 に 定 め る 方 法 を

除 く 。 ） 
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無 機 性 の 汚 泥 に 係 る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二

〇 一 六 ） の 五 十 五 ・ 一 に 定 め る 方

法 を 除 く 。 ） 

ロ  第 一 の 二 及 び 三 に 掲 げ る 検 液 に

あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇

二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 五 に 定 め る

方 法 （ 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （

二 〇 一 六 ） の 五 十 五 の 準 備 操 作 で

参 照 す る こ と と し て い る 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五

十 二 ・ 二 の 備 考 六 に 定 め る 方 法 を

除 く 。 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （

二 〇 一 六 ） の 五 十 五 ・ 一 に 定 め る

方 法 に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 五 の

備 考 一 に 定 め る 操 作 を 行 う も の と

す る 。 ） 

 

 

 

ロ  第 一 の 二 及 び 三 に 掲 げ る 検 液 に

あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇

二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 五 に 定 め る

方 法 （ 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （

二 〇 〇 八 ） の 五 十 五 ・ 一 に 定 め る

方 法 に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 五 の

備 考 一 に 定 め る 操 作 を 行 う も の と

す る 。 ） 

 

四 鉛 又 は そ の 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 五 十 四 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十

  

四 鉛 又 は そ の 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 五 十 四 に 定 め る 方 法  
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四 の 準 備 操 作 で 参 照 す る こ と と し て

い る 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇

一 六 ） の 五 十 二 ・ 二 の 備 考 六 に 定 め

る 方 法 を 除 く 。 ） 

 

五  有 機 燐 （ り ん ） 化 合

物 

排 水 基 準 告 示 付 表 一 に 掲 げ る 方 法 又

は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一

六 ） の 三 十 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 の う

ち ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 以 外 の も の

（ メ チ ル ジ メ ト ン に あ っ て は 、 排 水

基 準 告 示 付 表 二 に 掲 げ る 方 法 ） 

  

五  有 機 燐 （ り ん ） 化 合

物 

排 水 基 準 告 示 付 表 一 に 掲 げ る 方 法 又

は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇

八 ） の 三 十 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 の う

ち ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 法 以 外 の も の

（ メ チ ル ジ メ ト ン に あ っ て は 、 排 水

基 準 告 示 付 表 二 に 掲 げ る 方 法 ） 

 

 

六 六 価 ク ロ ム 化 合 物 別 表 第 一 に 掲 げ る 方 法 又 は 添 加 回 収

試 験 に お い て 回 収 率 が 八 十 パ ー セ ン

ト 以 上 百 二 十 パ ー セ ン ト 以 下 で あ る

と き に 限 り 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二

（ 二 〇 一 六 ） の 六 十 五 ・ 二 に 定 め る

方 法 （ 六 十 五 ・ 二 ・ 六 に 定 め る 方 法

を 除 く 。 ） 

  

六 六 価 ク ロ ム 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 六 十 五 ・ 二 に 定 め る 方 法 

 

 

七  砒 （ ひ ） 素 又 は そ の

化 合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 六 十 一 に 定 め る 方 法 （ た だ し 、

六 十 一 の 操 作 に 定 め る 予 備 還 元 の 際

  

七  砒 （ ひ ） 素 又 は そ の

化 合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 六 十 一 に 定 め る 方 法  
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の よ う 化 カ リ ウ ム 溶 液 及 び ア ス コ ル

ビ ン 酸 溶 液 の 添 加 量 に つ い て は 、 十

分 な 量 を 加 え る も の と す る 。 ） 

 

八 シ ア ン 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 三 十 八 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 三 十

八 ・ 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 除 く 。 ） 

  

八 シ ア ン 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 三 十 八 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 三 十

八 ・ 一 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 除 く 。 ） 

 

 

九 Ｐ Ｃ Ｂ 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 四 に 掲 げ る 方

法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 〇 九 三 （ 二

〇 〇 六 ） に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入 処

分 を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 、

ヘ キ サ ン 抽 出 、 ア ル カ リ 分 解 及 び 抽

出 液 の 濃 縮 を 別 表 第 二 に 掲 げ る 方 法

に よ り 行 う も の と し 、 シ リ カ ゲ ル カ

ラ ム ク ロ マ ト 管 に よ る 妨 害 物 質 の 除

去 操 作 を 行 っ た 後 の 溶 液 は 検 定 が 可

能 な 定 量 限 界 が 得 ら れ る 量 （ 例 え ば

二 ミ リ リ ッ ト ル ） ま で 濃 縮 す る も の

と す る 。 ） 

  

九 Ｐ Ｃ Ｂ 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 四 に 掲 げ る 方

法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 〇 九 三 （ 二

〇 〇 六 ） に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入 処

分 を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 、

ヘ キ サ ン 抽 出 、 ア ル カ リ 分 解 及 び 抽

出 液 の 濃 縮 を 別 表 第 一 に 掲 げ る 方 法

に よ り 行 う も の と し 、 シ リ カ ゲ ル カ

ラ ム ク ロ マ ト 管 に よ る 妨 害 物 質 の 除

去 操 作 を 行 っ た 後 の 溶 液 は 検 定 が 可

能 な 定 量 限 界 が 得 ら れ る 量 （ 例 え ば

二 ミ リ リ ッ ト ル ） ま で 濃 縮 す る も の

と す る 。 ） 
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一 〇  ト リ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二

〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 三 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 四

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

  

一 〇  ト リ ク ロ ロ エ チ レ

ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一

九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 二 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 二

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ
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〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

 

一 一  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ

レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二

〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 
ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 三 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

  

一 一  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ

レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一

九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 二 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 二

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有
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機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 四

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

 

一 二 ジ ク ロ ロ メ タ ン イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

  

一 二 ジ ク ロ ロ メ タ ン イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 
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一 三 四 塩 化 炭 素 イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二

〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 三 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 四

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

  

一 三 四 塩 化 炭 素 イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一

九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 二 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 二

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ
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〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

 

一 四  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ

エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 又 は 五

・ 三 ・ 二 に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

  

一 四  一 ・ 二 ― ジ ク ロ ロ

エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 又 は 五

・ 三 ・ 二 に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

 

 

一 五  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ

エ チ レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

  

一 五  一 ・ 一 ― ジ ク ロ ロ

エ チ レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚
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泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

 

一 六  シ ス ― 一 ・ 二 ― ジ

ク ロ ロ エ チ レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

  
一 六  シ ス ― 一 ・ 二 ― ジ

ク ロ ロ エ チ レ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 
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ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

 

一 七  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ

ク ロ ロ エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二

〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 三 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

  

一 七  一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ

ク ロ ロ エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一

九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 二 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

 



 

 

1
5 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 四

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 二

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

 

一 八  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ

ク ロ ロ エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二

〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 三 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二

  

一 八  一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ

ク ロ ロ エ タ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 に あ っ て

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一

九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二 、 五 ・

三 ・ 二 、 五 ・ 四 ・ 一 又 は 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 

ロ  埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及

び 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た

も の に あ っ て は 、 別 表 第 二 に 掲 げ

る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 二

五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・ 二
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、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 
ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 四

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

、 五 ・ 三 ・ 二 若 し く は 五 ・ 四 ・ 一

に 定 め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 二

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、

五 ・ 二 、 五 ・ 三 ・ 一 若 し く は 五 ・

四 ・ 一 に 定 め る 方 法 

ニ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 別 表 第 三

に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業 規 格 Ｋ

〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に

定 め る 方 法 

 

一 九  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ

プ ロ ペ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

  
一 九  一 ・ 三 ― ジ ク ロ ロ

プ ロ ペ ン 

イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 一 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無
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機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 一 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 一 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

 

二 〇 チ ウ ラ ム 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 五 に 掲 げ る 方

法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

五 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 

  

二 〇 チ ウ ラ ム 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 五 に 掲 げ る 方

法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

四 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 

 

 二 一 シ マ ジ ン 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 六 に 掲 げ る 方   二 一 シ マ ジ ン 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 六 に 掲 げ る 方  
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法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

五 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 

法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

四 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 

 

二 二 チ オ ベ ン カ ル ブ 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 六 に 掲 げ る 方

法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

五 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 

  

二 二 チ オ ベ ン カ ル ブ 水 質 環 境 基 準 告 示 付 表 六 に 掲 げ る 方

法 （ 第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚 泥

を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の に あ

っ て は 、 同 方 法 の 試 験 操 作 の う ち 前

処 理 に お け る 試 料 の 量 を 百 ミ リ リ ッ

ト ル と し 、 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と

す る 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 同 方

法 の 試 験 操 作 の う ち 前 処 理 を 別 表 第

四 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す

る 。 ） 
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二 三 ベ ン ゼ ン イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 二 に

定 め る 方 法 
ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

  

二 三 ベ ン ゼ ン イ  第 一 の 三 に 掲 げ る 検 液 並 び に 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 及 び 汚

泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

に あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一

二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 、 五 ・

二 、 五 ・ 三 ・ 二 又 は 五 ・ 四 ・ 二 に

定 め る 方 法 

ロ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 無

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 、 五 ・ 二 又 は 五 ・ 三 ・ 二 に 定

め る 方 法 

ハ  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有

機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五

・ 一 に 定 め る 方 法 

 

 

二 四  セ レ ン 又 は そ の 化

合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 六 十 七 に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入

処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 に あ っ て は

、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一

六 ） の 六 十 七 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 除

  

二 四  セ レ ン 又 は そ の 化

合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 六 十 七 に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入

処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 に あ っ て は

、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇

八 ） の 六 十 七 ・ 一 に 定 め る 方 法 を 除
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く 。 ） く 。 ） 

 

二 五 有 機 塩 素 化 合 物 別 表 第 六 に 掲 げ る 方 法 で 得 ら れ た 検

液 に つ い て 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇

二 （ 二 〇 一 六 ） の 三 十 五 ・ 三 に 定 め

る 方 法 

  

二 五 有 機 塩 素 化 合 物 別 表 第 五 に 掲 げ る 方 法 

 

 

二 六 銅 又 は そ の 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 五 十 二 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十

二 ・ 一 に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入 処 分

を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 の 場 合

に 限 る 。 ） 及 び 準 備 操 作 の う ち 日 本

工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の

五 十 二 ・ 二 の 備 考 六 に 定 め る 方 法 を

除 く 。 ） 

  

二 六 銅 又 は そ の 化 合 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 五 十 二 に 定 め る 方 法 （ 海 洋 投 入

処 分 を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 に

あ っ て は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二

（ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 二 ・ 一 に 定 め る

方 法 を 除 く 。 ） 

 

 

二 七  亜 鉛 又 は そ の 化 合

物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 五 十 三 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十

三 の 準 備 操 作 で 参 照 す る こ と と し て

い る 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇

一 六 ） の 五 十 二 ・ 二 の 備 考 六 に 定 め

  
二 七  亜 鉛 又 は そ の 化 合

物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 五 十 三 に 定 め る 方 法 
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る 方 法 を 除 く 。 ） 

 

二 八 弗 （ ふ つ ） 化 物 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 三 十 四 に 定 め る 方 法 （ 三 十 四 ・

四 の う ち Ｆ Ｉ Ａ 法 を 用 い る 場 合 に あ

っ て は 、 三 十 四 ・ 一 の 試 験 操 作 の う

ち 蒸 留 し て 得 た 留 出 液 を 〇 ・ 一 モ ル

毎 リ ッ ト ル 塩 酸 で 中 和 す る こ と 。 ） 

  

二 八 弗 （ ふ つ ） 化 物 別 表 第 六 に 掲 げ る 方 法 又 は 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 三 十

四 に 定 め る 方 法 
 

 

二 九  ベ リ リ ウ ム 又 は そ

の 化 合 物 

（ 略 ） 
  

二 九  ベ リ リ ウ ム 又 は そ

の 化 合 物 

（ 略 ） 
 

 

三 〇  ク ロ ム 又 は そ の 化

合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 六 十 五 ・ 一 に 定 め る 方 法 
  

三 〇  ク ロ ム 又 は そ の 化

合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 六 十 五 ・ 一 に 定 め る 方 法 
 

 

三 一  ニ ッ ケ ル 又 は そ の

化 合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 五 十 九 に 定 め る 方 法 （ 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十

九 の 準 備 操 作 で 参 照 す る こ と と し て

い る 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇

一 六 ） の 五 十 二 ・ 二 の 備 考 六 に 定 め

る 方 法 を 除 く 。 ） 

  

三 一  ニ ッ ケ ル 又 は そ の

化 合 物 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 五 十 九 に 定 め る 方 法 

 

 三 二  バ ナ ジ ウ ム 又 は そ 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六   三 二  バ ナ ジ ウ ム 又 は そ 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八  
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の 化 合 物 ） の 七 十 に 定 め る 方 法 の 化 合 物 ） の 七 十 に 定 め る 方 法 

 

三 三 フ ェ ノ ー ル 類 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六

） の 二 十 八 ・ 一 に 定 め る 方 法 （ 二 十

八 ・ 一 ・ 二 の 備 考 四 、 備 考 五 及 び 二

十 八 ・ 一 ・ 三 に 定 め る 方 法 を 除

く 。 ） 

  

三 三 フ ェ ノ ー ル 類 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 二 十 八 ・ 一 に 定 め る 方 法 

 

 

三 四  一 ・ 四 ― ジ オ キ サ

ン 

（ 略 ） 
  

三 四  一 ・ 四 ― ジ オ キ サ

ン 

（ 略 ） 
 

 

備 考 

１  汚 泥 及 び ば い じ ん 並 び に こ れ ら の 産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る

た め に 処 理 し た も の （ 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有 機 性

の 汚 泥 を 除 く 。 ） の 検 定 に 係 る 第 一 〇 号 か ら 第 一 九 号 ま で

、 第 二 三 号 及 び 第 三 四 号 の 下 欄 に 掲 げ る 方 法 （ 別 表 第 三 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ） の 試 験 操 作 に つ い て は 、 試 料 の 取 扱

い 、 試 料 の 作 成 及 び 検 液 の 調 製 を 別 表 第 三 ㈢ イ 、 ロ 及 び ハ

の 規 定 に よ り 行 う も の と し 、 試 験 操 作 に 用 い る 水 は 第 一 の

表 の 試 料 液 の 項 の イ に 規 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 別 表 第 三 ㈢ ロ 中 「 汚 泥 」 と あ る の は 「 汚 泥 又 は ば い

じ ん 」 と 、 同 表 ㈢ ハ 中 「 埋 立 処 分 （ 海 面 埋 立 処 分 を 除

く 。 ） を 行 お う と す る 汚 泥 又 は こ れ を 処 分 す る た め に 処 理
  

備 考 

１  汚 泥 及 び ば い じ ん 並 び に こ れ ら の 産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る

た め に 処 理 し た も の （ 海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有 機 性

の 汚 泥 を 除 く 。 ） の 検 定 に 係 る 第 一 〇 号 か ら 第 一 九 号 ま で

、 第 二 三 号 及 び 第 三 四 号 の 下 欄 に 掲 げ る 方 法 （ 別 表 第 二 に

掲 げ る も の を 除 く 。 ） の 試 験 操 作 に つ い て は 、 試 料 の 取 扱

い 、 試 料 の 作 成 及 び 検 液 の 調 製 を 別 表 第 二 ㈢ イ 、 ロ 及 び ハ

の 規 定 に よ り 行 う も の と し 、 試 験 操 作 に 用 い る 水 は 第 一 の

表 の 試 料 液 の 項 の イ に 規 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 別 表 第 二 ㈢ ロ 中 「 汚 泥 」 と あ る の は 「 汚 泥 又 は ば い

じ ん 」 と 、 同 表 ㈢ ハ 中 「 埋 立 処 分 （ 海 面 埋 立 処 分 を 除

く 。 ） を 行 お う と す る 汚 泥 又 は こ れ を 処 分 す る た め に 処 理
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し た も の 」 と あ る の は 「 埋 立 処 分 （ 海 面 埋 立 処 分 を 除

く 。 ） を 行 お う と す る 汚 泥 若 し く は ば い じ ん 又 は こ れ ら の

産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の 」 と 、 「 海 面 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

」 と あ る の は 「 海 面 埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 又 は ば い

じ ん を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の 」 と 、 「 海 面 埋 立 処 分

を 行 お う と す る 汚 泥 又 は 海 洋 投 入 処 分 」 と あ る の は 「 海 面

埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 若 し く は ば い じ ん 又 は 海 洋 投

入 処 分 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

２  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 の 検 定 に 係 る

第 一 〇 号 か ら 第 一 九 号 ま で 及 び 第 二 三 号 の 下 欄 に 掲 げ る 方

法 （ 別 表 第 四 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） の 試 験 操 作 に つ い て

は 、 試 料 の 取 扱 い 及 び 試 料 の 作 成 を 別 表 第 四 ㈢ イ 及 び ロ の

規 定 に よ り 行 う も の と し 、 当 該 試 料 を 別 表 第 八 に 掲 げ る 方

法 に よ り 調 製 し て 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 抽 出 液 （ 十 マ イ ク ロ

リ ッ ト ル か ら 百 マ イ ク ロ リ ッ ト ル と す る 。 ） を 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 一 に 定 め る 方 法 に お い

て 用 い る こ と と さ れ て い る 試 料 の 量 と 同 量 の 水 に 、 マ イ ク

ロ シ リ ン ジ を 用 い て 加 え た も の を 試 験 操 作 の 試 料 に 用 い る

こ と と し 、 試 験 操 作 に 用 い る ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析

計 は 揮 発 性 物 質 の 定 量 限 界 が 〇 ・ 〇 五 ナ ノ グ ラ ム か ら 〇 ・

し た も の 」 と あ る の は 「 埋 立 処 分 （ 海 面 埋 立 処 分 を 除

く 。 ） を 行 お う と す る 汚 泥 若 し く は ば い じ ん 又 は こ れ ら の

産 業 廃 棄 物 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の 」 と 、 「 海 面 埋

立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の

」 と あ る の は 「 海 面 埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 又 は ば い

じ ん を 処 分 す る た め に 処 理 し た も の 」 と 、 「 海 面 埋 立 処 分

を 行 お う と す る 汚 泥 又 は 海 洋 投 入 処 分 」 と あ る の は 「 海 面

埋 立 処 分 を 行 お う と す る 汚 泥 若 し く は ば い じ ん 又 は 海 洋 投

入 処 分 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

２  海 洋 投 入 処 分 を 行 お う と す る 有 機 性 の 汚 泥 の 検 定 に 係 る

第 一 〇 号 か ら 第 一 九 号 ま で 及 び 第 二 三 号 の 下 欄 に 掲 げ る 方

法 （ 別 表 第 三 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） の 試 験 操 作 に つ い て

は 、 試 料 の 取 扱 い 及 び 試 料 の 作 成 を 別 表 第 三 ㈢ イ 及 び ロ の

規 定 に よ り 行 う も の と し 、 当 該 試 料 を 別 表 第 八 に 掲 げ る 方

法 に よ り 調 製 し て 得 ら れ た メ タ ノ ー ル 抽 出 液 （ 十 マ イ ク ロ

リ ッ ト ル か ら 百 マ イ ク ロ リ ッ ト ル と す る 。 ） を 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 二 五 （ 一 九 九 五 ） の 五 ・ 一 に 定 め る 方 法 に お い

て 用 い る こ と と さ れ て い る 試 料 の 量 と 同 量 の 水 に 、 マ イ ク

ロ シ リ ン ジ を 用 い て 加 え た も の を 試 験 操 作 の 試 料 に 用 い る

こ と と し 、 試 験 操 作 に 用 い る ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析

計 は 揮 発 性 物 質 の 定 量 限 界 が 〇 ・ 〇 五 ナ ノ グ ラ ム か ら 〇 ・
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一 ナ ノ グ ラ ム で あ る も の と し 、 検 量 線 の 作 成 に つ い て は 、

試 験 操 作 に お い て 用 い た メ タ ノ ー ル 抽 出 液 と 同 量 の 検 量 線

用 標 準 溶 液 を 水 に 加 え た も の を 用 い る こ と と す る 。 ガ ス ク

ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 に お い て メ タ ノ ー ル に よ る 支 障 が

認 め ら れ る 場 合 に は 、 メ タ ノ ー ル が 吸 着 さ れ に く い ト ラ ッ

プ 管 充 填 剤 を 用 い る も の と す る 。 

一 ナ ノ グ ラ ム で あ る も の と し 、 検 量 線 の 作 成 に つ い て は 、

試 験 操 作 に お い て 用 い た メ タ ノ ー ル 抽 出 液 と 同 量 の 検 量 線

用 標 準 溶 液 を 水 に 加 え た も の を 用 い る こ と と す る 。 ガ ス ク

ロ マ ト グ ラ フ 質 量 分 析 計 に お い て メ タ ノ ー ル に よ る 支 障 が

認 め ら れ る 場 合 に は 、 メ タ ノ ー ル が 吸 着 さ れ に く い ト ラ ッ

プ 管 充 填 剤 を 用 い る も の と す る 。 

第 三 濃 度 の 算 出 第 三 濃 度 の 算 出 

（ 略 ） （ 略 ） 

第 四 ダ イ オ キ シ ン 類 に 係 る 検 定 方 法 第 四 ダ イ オ キ シ ン 類 に 係 る 検 定 方 法 

（ 略 ） （ 略 ） 

別 表 第 一 （ 新 規 ） 

㈠ 試 薬  

イ 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 溶 液 （ 四 十 グ ラ ム 毎 リ ッ ト ル ）  

日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 五 七 六 に 規 定 す る 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 四 グ

ラ ム を 水 に 溶 か し て 百 ミ リ リ ッ ト ル と す る 。 
 

ロ 硫 酸 （ 一 ＋ 三 十 五 ）  

日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 九 五 一 に 規 定 す る 硫 酸 を 用 い て 調 製 す

る 。 
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ハ 硫 酸 （ 一 ＋ 九 ）  

日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 九 五 一 に 規 定 す る 硫 酸 を 用 い て 調 製 す

る 。 
 
ニ ジ フ ェ ニ ル カ ル バ ジ ド 溶 液 （ 十 グ ラ ム 毎 リ ッ ト ル ）  

日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 四 八 八 に 規 定 す る 一 ・ 五 ― ジ フ ェ ニ ル カ

ル ボ ノ ヒ ド ラ ジ ド （ ジ フ ェ ニ ル カ ル バ ジ ド ） 一 グ ラ ム を 日 本

工 業 規 格 Ｋ 八 〇 三 四 に 規 定 す る ア セ ト ン 百 ミ リ リ ッ ト ル に 溶

か し 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 三 五 五 に 規 定 す る 酢 酸 一 滴 を 加 え て

酸 性 と す る 。 褐 色 ガ ラ ス 瓶 に 入 れ 、 摂 氏 零 か ら 十 度 の 暗 所 に

保 存 す る 。 二 週 間 は 安 定 で あ る 。 

 

ホ 六 価 ク ロ ム 標 準 原 液 （ 注 一 ）  

日 本 工 業 規 格 Ｋ 八 〇 〇 五 に 規 定 す る 容 量 分 析 用 標 準 物 質 の

二 ク ロ ム 酸 カ リ ウ ム を 摂 氏 百 五 十 度 で 約 一 時 間 加 熱 し 、 デ シ

ケ ー タ ー 中 で 放 冷 す る 。 二 ク ロ ム 酸 カ リ ウ ム 百 パ ー セ ン ト に

対 し て そ の ○ ・ 二 八 三 グ ラ ム を と り 、 少 量 の 水 に 溶 か し 、 全

量 フ ラ ス コ 千 ミ リ リ ッ ト ル に 移 し 入 れ 、 水 を 標 線 ま で 加 え

る 。 （ こ の 溶 液 一 ミ リ リ ッ ト ル は 六 価 ク ロ ム 十 マ イ ク ロ グ ラ

ム を 含 む 。 ） 

 

ヘ 六 価 ク ロ ム 標 準 液  
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六 価 ク ロ ム 標 準 原 液 二 十 ミ リ リ ッ ト ル を 全 量 フ ラ ス コ 千 ミ

リ リ ッ ト ル に と り 、 水 を 標 線 ま で 加 え る 。 
 

㈡ 器 具 及 び 装 置  

イ 光 電 光 度 計 又 は 光 電 分 光 光 度 計  

㈢ 試 験 操 作  

イ 検 液 の 発 色 及 び 測 定  

(イ
)

 検 液 の 適 量 を ビ ー カ ー に と り 、 検 液 が 酸 性 の 場 合 に は 、

水 酸 化 ナ ト リ ウ ム （ 四 十 グ ラ ム 毎 リ ッ ト ル ） で 、 ま た 、

ア ル カ リ 性 の 場 合 は 、 硫 酸 （ 一 ＋ 三 十 五 ） で 中 和 す る 。 

 

(ロ
)

 ビ ー カ ー の 溶 液 を 全 量 フ ラ ス コ 五 十 ミ リ リ ッ ト ル （ Ａ ）

に 移 し 入 れ 、 ジ フ ェ ニ ル カ ル バ ジ ド 溶 液 二 ミ リ リ ッ ト ル

を 加 え 、 振 り 混 ぜ る 。 

 

(ハ
)

 硫 酸 （ 一 ＋ 九 ） 二 ・ 五 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え 、 直 ち に 振 り

混 ぜ た 後 、 水 を 標 線 ま で 加 え 、 約 五 分 間 放 置 す る 。 
 

(ニ
)

 空 試 験 と し て ジ フ ェ ニ ル カ ル バ ジ ド 溶 液 を 除 く 全 て の 試

薬 を 含 む 検 液 を (イ
)

～ (ハ
)

の 操 作 に よ り 全 量 フ ラ ス コ 五 十 ミ

リ リ ッ ト ル （ Ｂ ） に 作 成 す る 。 

 

(ホ
)

 全 量 フ ラ ス コ （ Ａ ） の 溶 液 の 一 部 を 吸 収 セ ル に 移 し 、 全  
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量 フ ラ ス コ （ Ｂ ） を 対 照 液 と し て 波 長 五 百 四 十 ナ ノ メ ー

ト ル 付 近 の 吸 光 度 を 測 定 す る 。 
ロ 検 液 中 の 六 価 ク ロ ム の 重 量 の 算 出  

イ に よ り 算 出 し た 吸 光 度 か ら ㈣ に よ り 作 成 し た 検 量 線 を 用

い て 六 価 ク ロ ム の 量 を 求 め 、 検 液 中 の 六 価 ク ロ ム の 濃 度 を 算

出 す る 。 

 

㈣ 検 量 線 の 作 成  

六 価 ク ロ ム 標 準 液 一 ミ リ リ ッ ト ル か ら 二 十 五 ミ リ リ ッ ト ル

ま で を 全 量 フ ラ ス コ 五 十 ミ リ リ ッ ト ル に 段 階 的 に 採 り 、 こ れ

に そ れ ぞ れ 水 を 加 え て 約 四 十 ミ リ リ ッ ト ル と し た 後 、 ㈢ イ (ロ
)

及 び (ハ
)

と 同 じ 操 作 を 行 い 、 水 四 十 ミ リ リ ッ ト ル を 別 の 全 量 フ

ラ ス コ 五 十 ミ リ リ ッ ト ル に 採 っ た も の に つ い て 、 ㈢ イ (ロ
)

及 び

(ハ
)

の 操 作 を 行 っ た 溶 液 を 対 照 液 と し て 吸 光 度 を 測 定 し 、 六 価

ク ロ ム の 量 と 吸 光 度 と の 関 係 線 を 作 成 す る 。 

 

（ 注 一 ）  こ の ほ か 、 国 家 計 量 標 準 （ 計 量 法 第 百 三 十 四 条 ）

に 規 定 す る ト レ ー サ ビ リ テ ィ が 確 保 さ れ た も の 又 は

そ れ を 一 定 濃 度 に 薄 め た も の を 用 い る こ と が で き

る 。 

 

備 考  
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１ 検 液 に 含 ま れ る 妨 害 物 質 が 発 色 に 影 響 を 及 ぼ さ な い こ と を

確 認 す る た め に 、 添 加 回 収 試 験 を 行 う 。 添 加 す る 量 は 、 元 の

液 に 含 ま れ る 濃 度 の 二 倍 程 度 （ 又 は 基 準 値 付 近 の 濃 度 ） と し

、 回 収 率 が 八 十 パ ー セ ン ト 以 上 百 二 十 パ ー セ ン ト 以 下 と な る

こ と が 望 ま し い 。 

 

２ 試 料 に 含 ま れ る 妨 害 物 質 に よ る 影 響 は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇

一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） 六 十 五 ・ 二 ・ 一 の 備 考 ９ の 操 作 又 は 日 本

工 業 規 格 Ｋ 〇 四 〇 〇 ― 六 十 五 ― 二 十 に 定 め る 方 法 に よ り 除 去

す る 。 

 

３  検 液 に 試 薬 を 添 加 し た 際 に 、 懸 濁 物 質 が 生 じ る こ と が あ

る 。 こ の 場 合 は ろ 過 し て 取 り 除 く 。 
 

４ こ の 検 定 方 法 に お け る 用 語 そ の 他 の 事 項 で こ の 検 定 方 法 に

定 め の な い も の に つ い て は 、 日 本 工 業 規 格 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。 

 

別 表 第 二 別 表 第 一 

（ 略 ） （ 略 ） 

別 表 第 三 別 表 第 二 

（ 略 ） （ 略 ） 

別 表 第 四 別 表 第 三 
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㈠ 試 薬 ㈠ 試 薬 

イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 
ハ ヘ キ サ ン ハ ヘ キ サ ン 

別 表 第 三 ㈠ ロ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ロ に 定 め る も の 

ニ （ 略 ） ニ （ 略 ） 

ホ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 標 準 液 ホ ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 標 準 液 

別 表 第 三 ㈠ ニ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ニ に 定 め る も の 

ヘ テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 標 準 液 ヘ テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 標 準 液 

別 表 第 三 ㈠ ト に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ト に 定 め る も の 

ト 四 塩 化 炭 素 標 準 液 ト 四 塩 化 炭 素 標 準 液 

別 表 第 三 ㈠ ヌ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ヌ に 定 め る も の 

チ 一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 標 準 液 チ 一 ・ 一 ・ 一 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 標 準 液 

別 表 第 三 ㈠ ワ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ワ に 定 め る も の 

リ 一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 標 準 液 リ 一 ・ 一 ・ 二 ― ト リ ク ロ ロ エ タ ン 標 準 液 

別 表 第 三 ㈠ ヨ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ ヨ に 定 め る も の 

ヌ 混 合 標 準 液 ヌ 混 合 標 準 液 



 

 

3
0 

別 表 第 三 ㈠ タ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈠ タ に 定 め る も の 
㈡ 器 具 及 び 装 置 ㈡ 器 具 及 び 装 置 

イ ～ ホ （ 略 ） イ ～ ホ （ 略 ） 

ヘ マ イ ク ロ シ リ ン ジ ヘ マ イ ク ロ シ リ ン ジ 

別 表 第 三 ㈡ チ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈡ チ に 定 め る も の 

ト ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ト ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 

別 表 第 三 ㈡ リ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈡ リ に 定 め る も の 

㈢ 試 験 操 作 ㈢ 試 験 操 作 

イ 試 料 の 取 扱 い イ 試 料 の 取 扱 い 

別 表 第 三 ㈢ イ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 別 表 第 二 ㈢ イ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 

ロ ・ ハ （ 略 ） ロ ・ ハ （ 略 ） 

㈣ 検 量 線 の 作 成 ㈣ 検 量 線 の 作 成 

（ 略 ） （ 略 ） 

備 考 備 考 

こ の 検 定 方 法 に お け る 用 語 そ の 他 の 事 項 で こ の 検 定 方 法 に 定

め の な い も の に つ い て は 、 別 表 第 三 及 び 日 本 工 業 規 格 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。 

こ の 検 定 方 法 に お け る 用 語 そ の 他 の 事 項 で こ の 検 定 方 法 に 定

め の な い も の に つ い て は 、 別 表 第 二 及 び 日 本 工 業 規 格 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。 
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別 表 第 五 
（ 略 ） 

別 表 第 四 

 （ 略 ） 

（ 削 る ） 別 表 第 五 

別 表 第 六 （ 新 設 ） 

㈠ 試 薬  

イ ヘ キ サ ン  

ロ 硫 酸 ナ ト リ ウ ム （ 無 水 ）  

硫 酸 ナ ト リ ウ ム （ 無 水 ） 百 グ ラ ム に ヘ キ サ ン 五 十 ミ リ リ ッ

ト ル を 加 え て 振 り 混 ぜ 、 ろ 別 し 、 残 留 物 に 再 び ヘ キ サ ン 二 十

五 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え て 振 り 混 ぜ 、 ろ 別 し た 残 留 物 を 風 乾 し

た も の 

 

ハ ソ ジ ウ ム ビ フ ェ ニ ル 有 機 溶 媒 溶 液  

ガ ラ ス 製 又 は ポ リ エ チ レ ン 製 の 容 器 に 封 入 さ れ た も の で あ

っ て 、 有 効 期 間 を 過 ぎ て い な い も の （ 保 存 す る 場 合 に は 、 冷

暗 所 で 保 存 す る 。 ） 

 

ニ 二 酸 化 炭 素 ガ ス  

空 試 験 を 行 い 、 測 定 値 に 影 響 を 及 ぼ さ な い 純 度 の も の  

㈡ 器 具 及 び 装 置  
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イ 全 量 フ ラ ス コ  

容 量 二 十 五 ミ リ リ ッ ト ル 、 百 ミ リ リ ッ ト ル 、 二 百 ミ リ リ ッ

ト ル 、 五 百 ミ リ リ ッ ト ル 及 び 千 ミ リ リ ッ ト ル の も の 
 

ロ 共 栓 付 三 角 フ ラ ス コ  

容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル 及 び 二 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の  

ハ 共 栓 付 遠 沈 管  

容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の  

ニ 分 液 ロ ー ト  

容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル 、 二 百 ミ リ リ ッ ト ル 及 び 五 百 ミ リ リ ッ

ト ル 以 上 千 ミ リ リ ッ ト ル 以 下 の も の （ ソ ジ ウ ム ビ フ ェ ニ ル 有

機 溶 媒 溶 液 を 添 加 す る 際 に は ガ ラ ス 製 コ ッ ク の も の を 使 用 す

る こ と ） 

 

ホ 遠 心 分 離 機  

へ ろ 紙 五 種 Ｂ  

日 本 工 業 規 格 Ｐ 三 八 〇 一 に 定 め る も の で あ っ て 、 十 分 に 洗

浄 し 塩 化 物 イ オ ン の 測 定 に 影 響 を 及 ぼ さ な い も の 
 

㈢ 試 験 操 作  
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イ ヘ キ サ ン 抽 出  

(イ
)

 有 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 有 姿 の ま ま 採 取 し 、 小 石 等

の 異 物 を 除 去 し 、 均 質 な 状 態 と し た も の 二 十 五 グ ラ ム を 共

栓 付 三 角 フ ラ ス コ （ 容 量 二 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の ） あ る い

は 共 栓 付 遠 沈 管 （ 容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の ） に 正 確 に 計

り 取 り 、 こ れ に ヘ キ サ ン 五 十 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え て 五 分 間

振 り 混 ぜ た 後 、 千 重 力 加 速 度 以 上 で 十 分 間 遠 心 分 離 を 行 い

、 ヘ キ サ ン 層 を 分 液 ロ ー ト （ 容 量 二 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の

） に 移 し 、 残 留 物 を も と の 容 器 に 戻 し 、 ヘ キ サ ン 五 十 ミ リ

リ ッ ト ル を 加 え 、 同 様 の 抽 出 操 作 を 繰 り 返 し 、 分 離 し た ヘ

キ サ ン 層 を 先 の 分 液 ロ ー ト に 合 わ せ る 。 

 

無 機 性 の 汚 泥 に あ っ て は 、 第 一 の 一 の 検 液 百 二 十 五 ミ

リ リ ッ ト ル 、 廃 酸 又 は 廃 ア ル カ リ に あ っ て は 、 第 一 の 三

の 検 液 の 適 量 （ 試 料 百 二 十 五 ミ リ リ ッ ト ル を 含 む 量 ） を

分 液 ロ ー ト Ａ （ 容 量 五 百 ミ リ リ ッ ト ル 以 上 千 ミ リ リ ッ ト

ル 以 下 の も の ） に 採 り 、 ヘ キ サ ン 五 十 ミ リ リ ッ ト ル を 加

え 、 十 分 間 振 り 混 ぜ 、 静 置 し た 後 （ 必 要 が あ れ ば 遠 心 分

離 を 行 う 。 ） 水 層 を 分 液 ロ ー ト Ｂ （ 容 量 五 百 ミ リ リ ッ ト

ル 以 上 千 ミ リ リ ッ ト ル 以 下 の も の ） に 移 し 、 ヘ キ サ ン 五

十 ミ リ リ ッ ト ル を 分 液 ロ ー ト Ｂ に 加 え 、 同 様 の 抽 出 操 作

を 繰 り 返 し 、 分 離 し た ヘ キ サ ン 層 を 分 液 ロ ー ト Ａ に 合 わ
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せ る 。 

(ロ
)

 ヘ キ サ ン 層 を 水 十 ミ リ リ ッ ト ル で 三 回 か ら 五 回 水 洗 い

し 、 十 分 に 水 を 分 離 し た 後 、 共 栓 付 三 角 フ ラ ス コ （ 容 量 百

ミ リ リ ッ ト ル の も の で 、 あ ら か じ め 乾 燥 し た も の ） に 移 し

、 少 量 の 硫 酸 ナ ト リ ウ ム （ 無 水 ） を 加 え て 脱 水 す る 。 次 に

脱 水 し た ヘ キ サ ン 溶 液 を 全 量 フ ラ ス コ （ 容 量 百 ミ リ リ ッ ト

ル の も の ） に 移 し 、 残 留 物 を 少 量 の ヘ キ サ ン で 洗 い 、 洗 液

を 全 量 フ ラ ス コ に 合 わ せ （ 注 一 ） 、 ヘ キ サ ン 溶 液 を ヘ キ サ

ン で 標 線 ま で 薄 め る 。 

 

ロ 水 に よ る 逆 摘 出  

全 量 フ ラ ス コ か ら ヘ キ サ ン 抽 出 液 十 ミ リ リ ッ ト ル 以 上 五 十

ミ リ リ ッ ト ル 以 下 を 分 液 ロ ー ト Ｃ （ 容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル の も

の ） に 正 確 に 計 り 取 り 、 ソ ジ ウ ム ビ フ ェ ニ ル 有 機 溶 媒 溶 液 二

・ 五 ミ リ リ ッ ト ル 以 上 を 加 え 、 ヘ キ サ ン 溶 液 に 青 緑 色 が 残 る

こ と を 確 認 し た 後 ( 青 緑 色 が 消 え る 場 合 は 、 更 に ソ ジ ウ ム ビ

フ ェ ニ ル 有 機 溶 媒 溶 液 二 ・ 五 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え る 。 青 緑 色

が 残 る ま で 繰 り 返 す 。 ) 、 室 温 で 五 分 間 放 置 す る 。 次 に こ の

ヘ キ サ ン 溶 液 に 水 二 十 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え て 振 り 混 ぜ る 。 パ

ス ツ ー ル ピ ペ ッ ト あ る い は ガ ラ ス 管 等 を 用 い 、 二 酸 化 炭 素 ガ

ス を 水 素 イ オ ン 濃 度 指 数 が 八 以 上 九 以 下 と な る ま で 水 層 に 通
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気 し 、 溶 液 を 中 和 す る 。 静 置 し た 後 、 水 層 を 分 液 ロ ー ト Ｄ （

容 量 百 ミ リ リ ッ ト ル の も の ） に 移 し 、 こ れ に ヘ キ サ ン 二 十 ミ

リ リ ッ ト ル を 加 え て 振 り 混 ぜ 、 静 置 し た 後 、 水 層 を 全 量 フ ラ

ス コ （ 容 量 五 十 ミ リ リ ッ ト ル の も の ） に 移 す 。 分 液 ロ ー ト Ｃ

の ヘ キ サ ン 層 に 水 十 ミ リ リ ッ ト ル を 加 え て 振 り 混 ぜ 、 静 置 し

た 後 、 水 層 を 先 の 全 量 フ ラ ス コ に 合 わ せ 、 水 で 標 線 ま で 薄 め

る 。 （ 濁 り が あ る 場 合 は 、 ろ 紙 五 種 Ｂ を 用 い て ろ 過 し た 後 、

薄 め る 。 ） 

ハ ロ の 操 作 の 空 試 験  

ロ の 操 作 で 用 い た ヘ キ サ ン 抽 出 液 と 同 量 の ヘ キ サ ン に つ い

て 、 ロ の 操 作 と 同 様 の 操 作 を 行 う 。 
 

ニ 溶 媒 の 除 去 （ 注 二 ）  

ロ の 水 に よ る 逆 抽 出 液 の 十 ミ リ リ ッ ト ル を 五 十 ミ リ リ ッ ト

ル の ビ ー カ ー に 移 し 、 ホ ッ ト プ レ ー ト 上 で 加 熱 し 溶 存 す る ヘ

キ サ ン 溶 媒 を 揮 散 さ せ 、 放 冷 後 、 二 酸 化 炭 素 ガ ス を 水 素 イ オ

ン 濃 度 指 数 が 八 以 上 九 以 下 と な る ま で 水 層 に 通 気 し 、 全 量 フ

ラ ス コ （ 容 量 二 十 五 ミ リ リ ッ ト ル の も の ） で 二 十 五 ミ リ リ ッ

ト ル に 定 容 し 試 験 溶 液 と す る （ 注 三 ） 。 

 

（ 注 一 ） 廃 棄 物 に 硫 化 物 が 含 ま れ て い る 場 合 、 水 洗 い の 際

に 、 過 酸 化 水 素 を 含 む 溶 液 を 用 い て 洗 浄 を 行 い 硫 化
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物 を 酸 化 す る か 、 又 は 残 留 物 を 少 量 の ヘ キ サ ン で 洗

い 、 洗 液 を 全 量 フ ラ ス コ に 合 わ せ る 際 に 、 金 属 銅 粒

を 加 え 半 日 程 度 放 置 し 、 硫 化 物 を 除 去 す る こ と が 望

ま し い 。 

（ 注 二 ） イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ の 測 定 用 カ ラ ム の 種 類 に よ

っ て は 、 有 機 溶 媒 に よ り 劣 化 を 起 こ す こ と が あ る た

め 、 溶 媒 除 去 の 操 作 は 必 ず 行 う 。 

 

（ 注 三 ） 溶 媒 の 除 去 に つ い て は 市 販 の 溶 媒 除 去 カ ー ト リ ッ

ジ に 試 料 溶 液 を 通 し 、 試 験 溶 液 と し て も よ い 。 そ の

場 合 は あ ら か じ め 溶 媒 除 去 カ ー ト リ ッ ジ か ら 塩 化 物

イ オ ン の 溶 出 が な い こ と 及 び 塩 化 物 イ オ ン 標 準 液 を

通 液 し て も 濃 度 が 変 化 し な い こ と を 確 認 し て お く こ

と 。 

 

備 考  

こ の 検 定 方 法 に お け る 用 語 そ の 他 の 事 項 で こ の 検 定 方 法 に 定 め

の な い も の に つ い て は 、 日 本 工 業 規 格 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 
 

（ 削 る ） 別 表 第 六 

別 表 第 七 別 表 第 七 

第 一 フ レ ー ム 原 子 吸 光 法 第 一 フ レ ー ム 原 子 吸 光 法 
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㈠ 試 薬 ㈠ 試 薬 

イ （ 略 ） イ （ 略 ） 
ロ ベ リ リ ウ ム 標 準 液 ロ ベ リ リ ウ ム 標 準 液 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 附 属 書 一 の Ｘ Ⅳ

に 定 め る も の 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 附 属 書 一 の Ｘ Ⅳ

に 定 め る も の 

㈡ （ 略 ） ㈡ （ 略 ） 

㈢ 試 験 操 作 ㈢ 試 験 操 作 

イ 検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

イ  検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 ・ 五

に 定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

ロ ～ ニ （ 略 ） ロ ～ ニ （ 略 ） 

㈣ （ 略 ） ㈣ （ 略 ） 

第 二 電 気 加 熱 原 子 吸 光 法 第 二 電 気 加 熱 原 子 吸 光 法 

㈠ 試 薬 ㈠ 試 薬 

イ （ 略 ） イ （ 略 ） 

ロ 硝 酸 パ ラ ジ ウ ム （Ⅱ ） 溶 液 ロ 硝 酸 パ ラ ジ ウ ム （Ⅱ ） 溶 液 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 四 ・ 二 に

定 め る も の 
日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 四 ・ 二 に

定 め る も の 
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㈡ 器 具 及 び 装 置 ㈡ 器 具 及 び 装 置 

イ ～ ハ （ 略 ） イ ～ ハ （ 略 ） 
ニ フ ロ ー ガ ス ニ フ ロ ー ガ ス 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 一 一 〇 五 （ 二 〇 一 七 ） に 定 め る ア ル ゴ

ン 二 級 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 一 一 〇 五 （ 二 〇 〇 五 ） に 定 め る ア ル ゴ

ン 二 級 

ホ マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト ホ マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 九 七 〇 （ 二 ○ 一 三 ） に 定 め る ピ ス ト

ン 式 ピ ペ ッ ト （ 容 量 五 マ イ ク ロ リ ッ ト ル 以 上 五 百 マ イ ク

ロ リ ッ ト ル 以 下 の も の ） 又 は 自 動 注 入 装 置 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 九 七 〇 （ 一 九 八 九 ） に 定 め る プ ッ シ

ュ ボ タ ン 式 液 体 用 微 量 体 積 計 （ 容 量 五 マ イ ク ロ リ ッ ト ル

以 上 五 百 マ イ ク ロ リ ッ ト ル 以 下 の も の ） 又 は 自 動 注 入 装

置 

㈢ 試 験 操 作 ㈢ 試 験 操 作 

イ 検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

イ  検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 ・ 五

に 定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

ロ イ の 操 作 を 行 っ た 検 液 の 一 定 量 （ 例 え ば 十 マ イ ク ロ リ ッ

ト ル か ら 五 十 マ イ ク ロ リ ッ ト ル ） を マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト で 発

熱 体 に 注 入 し 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五

十 四 ・ 二 に 定 め る 操 作 に 従 っ て 、 乾 燥 し た 後 、 灰 化 し 、 次

に 原 子 化 し 、 二 百 三 十 四 ・ 九 ナ ノ メ ー ト ル の 波 長 の 指 示 値

を 読 み 取 る （ 注 一 ） （ 注 二 ） （ 注 三 ） 。 

ロ  イ の 操 作 を 行 っ た 検 液 の 一 定 量 （ 例 え ば 十 マ イ ク ロ リ

ッ ト ル か ら 五 十 マ イ ク ロ リ ッ ト ル ） を マ イ ク ロ ピ ペ ッ ト

で 発 熱 体 に 注 入 し 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八

） の 五 十 四 ・ 二 に 定 め る 操 作 に 従 っ て 、 乾 燥 し た 後 、 灰

化 し 、 次 に 原 子 化 し 、 二 百 三 十 四 ・ 九 ナ ノ メ ー ト ル の 波

長 の 指 示 値 を 読 み 取 る （ 注 一 ） （ 注 二 ） （ 注 三 ） 。 
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ハ （ 略 ） ハ （ 略 ） 

ニ （ 略 ） ニ （ 略 ） 
（ 注 一 ） ・ （ 注 二 ） （ 略 ） （ 注 一 ） ・ （ 注 二 ） （ 略 ） 

（ 注 三 ） 必 要 に 応 じ マ ト リ ッ ク ス モ デ ィ フ ァ イ ヤ ー と し て

硝 酸 パ ラ ジ ウ ム を 測 定 時 に 添 加 す る 。 操 作 は 日 本 工

業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 四 ・ 二 に 定 め

る 方 法 に よ っ て 行 う 。 

（ 注 三 ）  必 要 に 応 じ マ ト リ ッ ク ス モ デ ィ フ ァ イ ヤ ー と し

て 硝 酸 パ ラ ジ ウ ム を 測 定 時 に 添 加 す る 。 操 作 は 日

本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 四 ・ 二

に 定 め る 方 法 に よ っ て 行 う 。 

㈣ （ 略 ） ㈣ （ 略 ） 

第 三 Ｉ Ｃ Ｐ 発 光 分 析 法 第 三 Ｉ Ｃ Ｐ 発 光 分 析 法 

㈠ 試 薬 ㈠ 試 薬 

イ （ 略 ） イ （ 略 ） 

ロ イ ッ ト リ ウ ム 溶 液 （ 五 十 マ イ ク ロ グ ラ ム 毎 ミ リ リ ッ ト ル

） 

ロ  イ ッ ト リ ウ ム 溶 液 （ 五 十 マ イ ク ロ グ ラ ム 毎 ミ リ リ ッ ト

ル ） 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 四 十 七 ・ 三 の 備

考 五 の 六 ） に 定 め る も の 

日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 四 十 七 ・ 三 の 備

考 五 の 六 ） に 定 め る も の 

㈡ （ 略 ） ㈡ （ 略 ）  

㈢ 試 験 操 作 ㈢ 試 験 操 作 
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イ 検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

イ  検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 ・ 五

に 定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

ロ （ 略 ） ロ （ 略 ） 
ハ ロ の 溶 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 一 六 （ 二 〇 一 四 ） の 四 に

定 め る 操 作 に 従 っ て 、 プ ラ ズ マ 中 に 噴 霧 し 、 ベ リ リ ウ ム （

三 百 十 三 ・ 〇 四 ナ ノ メ ー ト ル 、 二 百 三 十 四 ・ 九 ナ ノ メ ー ト

ル 又 は 三 百 十 三 ・ 一 一 ナ ノ メ ー ト ル ） 及 び イ ッ ト リ ウ ム （

三 百 七 十 一 ・ 〇 三 ナ ノ メ ー ト ル ） の 発 光 強 度 を 測 定 し 、 イ

ッ ト リ ウ ム に 対 す る ベ リ リ ウ ム の 発 光 強 度 比 を 求 め る （ 注

一 ） 。 

ハ  ロ の 溶 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 一 六 （ 二 〇 〇 三 ） の 五

に 定 め る 操 作 に 従 っ て 、 プ ラ ズ マ 中 に 噴 霧 し 、 ベ リ リ ウ

ム （ 三 百 十 三 ・ 〇 四 ナ ノ メ ー ト ル 、 二 百 三 十 四 ・ 九 ナ ノ

メ ー ト ル 又 は 三 百 十 三 ・ 一 一 ナ ノ メ ー ト ル ） 及 び イ ッ ト

リ ウ ム （ 三 百 七 十 一 ・ 〇 三 ナ ノ メ ー ト ル ） の 発 光 強 度 を

測 定 し 、 イ ッ ト リ ウ ム に 対 す る ベ リ リ ウ ム の 発 光 強 度 比

を 求 め る （ 注 一 ） 。 

ニ ・ ホ （ 略 ） ニ ・ ホ （ 略 ） 

（ 注 一 ） （ 略 ） （ 注 一 ） （ 略 ） 

（ 注 二 ） 塩 類 濃 度 が 高 く 内 標 準 法 が 適 用 で き な い 場 合 に は

、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 一 六 （ 二 〇 一 四 ） の 四 ・ 七 ・

三 の ｂ ） に 定 め る 標 準 添 加 法 を 用 い る 。 た だ し 、 こ

の 場 合 は 、 検 液 の 種 類 に よ ら ず バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 補

正 を 行 う 必 要 が あ る 。 

（ 注 二 ）  塩 類 濃 度 が 高 く 内 標 準 法 が 適 用 で き な い 場 合 に

は 、 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 一 六 （ 二 〇 〇 三 ） の 五 ・

八 ・ 三 の ｂ ） に 定 め る 標 準 添 加 法 を 用 い る 。 た だ

し 、 こ の 場 合 は 、 検 液 の 種 類 に よ ら ず バ ッ ク グ ラ

ウ ン ド 補 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 

㈣ （ 略 ） ㈣ （ 略 ） 

第 四 Ｉ Ｃ Ｐ 質 量 分 析 法 第 四 Ｉ Ｃ Ｐ 質 量 分 析 法 
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㈠ ・ ㈡ （ 略 ） ㈠ ・ ㈡ （ 略 ） 

㈢ 試 験 操 作 ㈢ 試 験 操 作 
イ 検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 ・ 五 に

定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

イ  検 液 を 日 本 工 業 規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 ・ 五

に 定 め る 方 法 に よ っ て 前 処 理 す る 。 

ロ イ の 操 作 を 行 っ た 検 液 に 内 標 準 元 素 を 加 え 、 日 本 工 業 規

格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 一 六 ） の 五 十 二 ・ 五 に 定 め る 操 作 に 従

っ て 、 プ ラ ズ マ 中 に 噴 霧 し 、 内 標 準 元 素 に 対 す る ベ リ リ ウ

ム の 質 量 数 ／ 電 荷 の 指 示 値 と の 比 を 求 め る （ 注 一 ） 。 

ロ  イ の 操 作 を 行 っ た 検 液 に 内 標 準 元 素 を 加 え 、 日 本 工 業

規 格 Ｋ 〇 一 〇 二 （ 二 〇 〇 八 ） の 五 十 二 ・ 五 に 定 め る 操 作

に 従 っ て 、 プ ラ ズ マ 中 に 噴 霧 し 、 内 標 準 元 素 に 対 す る ベ

リ リ ウ ム の 質 量 数 ／ 電 荷 の 指 示 値 と の 比 を 求 め る （ 注 一

） 。 

ハ ・ ニ （ 略 ） ハ ・ ニ （ 略 ） 

（ 注 一 ） ・ （ 注 二 ） （ 略 ） （ 注 一 ） ・ （ 注 二 ） （ 略 ） 

㈣ （ 略 ） ㈣ （ 略 ） 

備 考 備 考 

 （ 略 ）  （ 略 ） 

別 表 第 八 別 表 第 八 

（ 略 ） （ 略 ） 

別 表 第 九 別 表 第 九 
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㈠ （ 略 ） ㈠ 試 薬 
㈡ 器 具 及 び 装 置 ㈡ 器 具 及 び 装 置 

イ ～ ホ （ 略 ） イ ～ ホ （ 略 ） 

ヘ マ イ ク ロ シ リ ン ジ ヘ マ イ ク ロ シ リ ン ジ 

別 表 第 三 ㈡ ニ に 定 め る も の 別 表 第 二 ㈡ ニ に 定 め る も の 

ト （ 略 ） ト （ 略 ） 

㈢ 試 験 操 作 （ 注 六 ） ㈢ 試 験 操 作 （ 注 六 ） 

イ 試 料 の 取 扱 い イ 試 料 の 取 扱 い 

別 表 第 三 ㈢ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 別 表 第 二 ㈢ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 

ロ 試 料 の 作 成 ロ 試 料 の 作 成 

別 表 第 四 ㈢ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 別 表 第 三 ㈢ に 準 じ て 取 り 扱 う 。 

ハ （ 略 ） ハ （ 略 ） 

㈣ （ 略 ） ㈣ （ 略 ） 

備 考 備 考 

（ 略 ）  （ 略 ） 
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